
名簿番号 

平成 26年分贈与税（住宅取得等資金関係）提出書類

新築又は取得若しくは増改築等後、平成 27 年３月 15 日までに居住していない方用 
※「平成 26年分贈与税の申告のしかた」の 35頁、37頁、39頁、41頁の『「○受贈者の居住」関する事項』の 

 【平成 27年３月 15日までに居住していない人】に該当する方用です。 

税務署長 殿 

                 新築 

 私は、下記１の住宅用の家屋を   取得   しましたが、下記２の事情により、直ちに居住の用に供

           増改築等 

することができません。このため、遅滞なく当該住宅用の家屋を居住の用に供すること及び居住の用に 

供したときには遅滞なく下記４（増改築等の場合は下記５）の書類を提出することを約します。 

記 

１ 新築又は取得若しくは増改築等した住宅用の家屋 

  所在地 ：                        

種 類 ：        延床面積 ：         

２ 住宅用の家屋の新築又は取得若しくは増改築等後直ちに居住の用に供することができない事情 

３ 居住の用に供する予定時期 

  平成   年   月   日 

４ 住民票の写し（新築又は取得をした住宅用の家屋の居住した日以後に作成されたもので、その住宅

用の家屋の所在場所が本人の住所として記載されているもの） 

５ 戸籍の附票の写しなど（増改築等後の住宅用の家屋に供した日以後に作成されたもので、本人が、

増改築等前にその住宅用の家屋に居住していたこと及び増改築等後にその居住用の家屋に居住してい

ることを明らかにする書類） 

平成   年   月   日 

                   住 所                     

                   氏 名                    印


